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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスクのパターンの像を基板に投影する投影光学系を用いて前記基板を露光する露光装
置に用いられる前記マスクのデータおよび露光条件をコンピュータに決定させるプログラ
ムであって、
　前記マスクのパターンとして、前記基板に形成すべき目標パターンを解像するためのメ
インパターンと前記メインパターンの解像を補助する補助パターンとを設定し、前記メイ
ンパターンのパラメータの値と、前記補助パターンのパラメータの値を設定する設定ステ
ップと、
　前記マスクを照明する照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を設定するステ
ップと、
　該設定された前記メインパターンのパラメータおよび前記補助パターンのパラメータの
それぞれの値で定められる前記メインパターンおよび前記補助パターンを、該設定された
前記照明光学系の瞳面の光強度分布で前記投影光学系を用いて投影した場合の前記メイン
パターンの像を計算する計算ステップと、
　該計算された前記メインパターンの像を評価する評価ステップとを前記コンピュータに
実行させ、
　前記評価ステップにおける前記メインパターンの像の評価結果に基づいて前記メインパ
ターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値および前記照明光学系の瞳
面の光強度分布のパラメータの値を変更する変更ステップと、
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　前記変更ステップにおいて変更した後の前記メインパターンのパラメータの値、前記補
助パターンのパラメータの値および前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値
を用いて前記計算ステップ及び前記評価ステップを行うステップと、を繰り返し前記コン
ピュータに実行させ、
　当該繰り返しによって得られる前記メインパターンの像の評価結果に基づいて、前記メ
インパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値および前記照明光学
系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を前記コンピュータに決定させることを特徴とす
るプログラム。
【請求項２】
　前記変更ステップは、該計算された前記メインパターンの像の評価結果が目標を満たす
かどうかを判定する判定ステップを含み、
　前記判定ステップにおいて、評価結果が目標を満たさないと判定した場合は、前記メイ
ンパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値および前記照明光学系
の瞳面の光強度分布のパラメータの値を前記コンピュータに変更させて前記計算ステップ
を実行させ、
　前記判定ステップにおいて、評価結果が目標を満たすと判定した場合は、その場合に設
定された前記メインパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値およ
び前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を前記コンピュータに決定させる
ことを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記メインパターンは多角形の形状であり、前記メインパターンのパラメータは前記多
角形に関するパラメータであることを特徴とする請求項１又は２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記補助パターンは多角形の形状であり、前記補助パターンのパラメータは前記多角形
に関するパラメータであることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のプログ
ラム。
【請求項５】
　マスクのパターンの像を基板に投影する投影光学系を用いて前記基板を露光する露光装
置に用いられる前記マスクのデータおよび露光条件をコンピュータにより決定する決定方
法であって、
　前記マスクのパターンとして、前記基板に形成すべき目標パターンを解像するためのメ
インパターンと前記メインパターンの解像を補助する補助パターンとを設定し、前記メイ
ンパターンのパラメータの値と、前記補助パターンのパラメータの値を設定する設定ステ
ップと、
　前記マスクを照明する照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を設定するステ
ップと、
　該設定された前記メインパターンのパラメータおよび前記補助パターンのパラメータの
それぞれの値で定められる前記メインパターンおよび前記補助パターンを、該設定された
前記照明光学系の瞳面の光強度分布で前記投影光学系を用いて投影した場合の前記メイン
パターンの像を計算する計算ステップと、
　該計算された前記メインパターンの像を評価する評価ステップとを有し、
　前記評価ステップにおける前記メインパターンの像の評価結果に基づいて前記メインパ
ターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値および前記照明光学系の瞳
面の光強度分布のパラメータの値を変更する変更ステップと、
　前記変更ステップにおいて変更した後の前記メインパターンのパラメータの値、前記補
助パターンのパラメータの値および前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値
を用いて前記計算ステップ及び前記評価ステップを行うステップと、を繰り返し、
　当該繰り返しによって得られる前記メインパターンの像の評価結果に基づいて、前記メ
インパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値および前記照明光学
系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を決定することを特徴とする決定方法。
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【請求項６】
　請求項５に記載の決定方法をコンピュータが実行することによりマスクのデータを作成
するステップと、
　該作成されたマスクのデータを用いてマスクを製造するステップとを有することを特徴
とするマスク製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のマスク製造方法を用いてマスクを製造するステップと、
　該製造されたマスクのパターンの像を基板に投影して前記基板を露光するステップとを
有することを特徴とする露光方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の露光方法を用いて基板を露光するステップと、
　該露光された基板を現像するステップとを有することを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスクのデータを作成するためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ、ＬＳＩなどの半導体デバイスの製造工程において露光装置が使用されている。露
光装置は、マスク（レチクル）を照明装置で照明し、そのマスクに描画されたパターンの
像を投影光学系を用いて基板（ウエハ）に投影して基板を露光する。
【０００３】
　露光装置の解像性能を向上させる手法として超解像技術がある。例えば、マスクに、自
身は解像しない補助パターンを設けて、基板上に形成すべきパターンを解像する技術があ
る。補助パターンの配置等を設計する方法として、インターフェアレンスマップを利用す
る方法（非特許文献１）と、インバースリソグラフィー（非特許文献２）、特許文献１に
記載の方法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０９３１３８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｒｏｂｅｒｔ　Ｓｏｃｈａ，ｅｔ．ａｌ．，“Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕ
ｓ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｓｋ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＳＭＯ），”Ｐｒｏｃ．ＳＰ
ＩＥ　５８５３，１８０－１９３（２００５）．
【非特許文献２】Ｄａｎｉｅｌ　Ｓ．Ａｂｒａｍｓ，ｅｔ．ａｌ．，“Ｆａｓｔ　Ｉｎｖ
ｅｒｓｅ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，”Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　６
１５４，６１５４１Ｊ（２００６）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、非特許文献１では、パターン形状の最適化において、基板に転写されるべきメ
インパターンの形状と補助パターンの形状は別々に決定される。どちらの形状も基板上に
投影される投影像に影響を与えるため、別々に決定する方法ではローカルミニマム（局所
解）にトラップされやすく、マスクのパターンの最適な形状（最適解）が求まりにくい。
または、最適解を求めるのに必要な計算量が増えてしまうという欠点があった。
【０００７】
　また、特許文献１に記載の方法は、メインパターンと補助パターンを変形しながらマス
クパターンを決定しているが、物理モデルに忠実に計算した厳密像ではなく、近似空中像
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を用いている。そして、その近似空中像のみに従ってマスクのパターンを決定しているた
め、最適化結果に誤差を生じる可能性があった。また、近似空中像は複雑な模様を示すた
め、マスクパターンが複雑な形状となるおそれがある。
【０００８】
　非特許文献２のインバースリソグラフィーでは、メインパターンと補助パターンが一度
に決定される。しかし、値が連続的に変化する複雑な模様を示す２次元のマップから、マ
スクパターンを作成するため、マスクのパターンが複雑になり、マスクの製造コストが高
くなるという欠点があった。
【０００９】
　そこで本発明は、解像性能とマスク製造コストの抑制とを両立できるマスクデータ作成
プログラムや方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面としてのプログラムは、マスクのパターンの像を基板に投影する投影光
学系を用いて前記基板を露光する露光装置に用いられる前記マスクのデータおよび露光条
件をコンピュータに決定させるプログラムであって、前記マスクのパターンとして、前記
基板に形成すべき目標パターンを解像するためのメインパターンと前記メインパターンの
解像を補助する補助パターンとを設定し、前記メインパターンのパラメータの値と、前記
補助パターンのパラメータの値を設定する設定ステップと、前記マスクを照明する照明光
学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を設定するステップと、該設定された前記メイ
ンパターンのパラメータおよび前記補助パターンのパラメータのそれぞれの値で定められ
る前記メインパターンおよび前記補助パターンを、該設定された前記照明光学系の瞳面の
光強度分布で前記投影光学系を用いて投影した場合の前記メインパターンの像を計算する
計算ステップと、該計算された前記メインパターンの像を評価する評価ステップとを前記
コンピュータに実行させ、前記評価ステップにおける前記メインパターンの像の評価結果
に基づいて前記メインパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値お
よび前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を変更する変更ステップと、前
記変更ステップにおいて変更した後の前記メインパターンのパラメータの値、前記補助パ
ターンのパラメータの値および前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を用
いて前記計算ステップ及び前記評価ステップを行うステップと、を繰り返し前記コンピュ
ータに実行させ、当該繰り返しによって得られる前記メインパターンの像の評価結果に基
づいて、前記メインパターンのパラメータの値、前記補助パターンのパラメータの値およ
び前記照明光学系の瞳面の光強度分布のパラメータの値を前記コンピュータに決定させる
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、解像性能とマスク製造コストの抑制とを両立できるマスクデータ作成
プログラムや方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１における決定方法のフローチャートである。
【図２】実施例１における目標パターンを示した図である。
【図３】実施例１におけるメインパターンの基本形状と基本配置とパラメータを示した図
である。
【図４】実施例１における補助パターンの基本形状と基本配置とパラメータを説明するた
めの図である。
【図５】実施例１における近似空中像の２階微分を示した図である。
【図６】実施例１における有効光源分布のパラメータの設定を示した図である。
【図７】実施例１におけるパターン像の評価位置の設定を示した図である。
【図８】実施例１におけるパターン像の例を示した図である。
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【図９】実施例１において決定されたマスクパターンを示した図である。
【図１０】実施例１において決定された有効光源分布を示した図である。
【図１１】実施例２におけるマスクパターンの決定方法のフローチャートである。
【図１２】実施例２における目標パターンを示した図である。
【図１３】実施例２における有効光源分布を示した図である。
【図１４】実施例２におけるメインパターンの基本形状と基本配置とパラメータを示した
図である。
【図１５】実施例２における補助パターンの基本形状と基本配置とパラメータを説明する
ための図である。
【図１６】実施例２における近似空中像の２階微分を示した図である。
【図１７】実施例２における評価位置の設定を示した図である。
【図１８】実施例２におけるパターン像の例を示した図である。
【図１９】実施例２において決定されたマスクパターンを示した図である。
【図２０】従来技術におけるマスクパターンを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の好ましい実施例を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、マスクのパターンを決定する際のフローチャートである。なお、各ステップを
実行するためのプログラムをコンピュータにインストールして、該プログラムをコンピュ
ータに実行させることによりマスクのパターンを求める。
【００１５】
　第１の実施例では基板に転写すべきメインパターンと、基板に転写されない補助パター
ン（ＳＲＡＦ（Ｓｕｂ－Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ａｓｓｉｓｔ　ｆｅａｔｕｒｅｓ）とも
いう）の両方がマスク上に存在し、その両方のパターンの形状と位置とを決定する。さら
に、メインパターンと補助パターンとを含むマスクのパターンの像をウエハ（基板）に投
影してウエハを露光する場合の露光条件も決定する。
【００１６】
　本実施例のマスクパターンと露光条件の決定方法は、図１に示すように、まず、Ｓ１０
２ではメインパターンの基本形状と基本配置とを設定する。例えば、基本形状は長方形や
正方形など、基本配置は左右対称などを表す。Ｓ１０４では、メインパターンの形状と位
置とを定めるためのパラメータを設定する。Ｓ１０６では、補助パターンの基本形状と基
本配置とを設定する。Ｓ１０８では、補助パターンの形状と位置とを定めるためのパラメ
ータを設定する。Ｓ１１０では、マスクのパターンの像をウエハに投影して露光するとき
の露光条件を表すパラメータを設定する。Ｓ１１２では、ウエハに投影されるパターンの
像を評価する位置と評価項目を設定する。これらの設定は、ユーザーがデータを入力し、
入力データをコンピュータ上で設定することにより行われてもよいし、プログラムに実装
されたコードを実行することによりコンピュータで自動的に行ってもよい。
【００１７】
　Ｓ１１４では、Ｓ１０４とＳ１０８とＳ１１０で設定した各パラメータの初期値を決定
する。Ｓ１１６では、Ｓ１１４で決定した初期値で表されるパターンと露光条件を用いて
、該パターンを物体面に配置して該露光条件で投影光学系を用いて投影した場合、ウエハ
に投影されるパターンの像を算出する。像の算出には、アッベの結像理論や相互透過係数
（ＴＣＣ）を用いる方法など既知の計算方法を用いることができる。Ｓ１１８では、Ｓ１
１６で算出したパターンの像を評価して、評価結果を取得する。Ｓ１２０では、Ｓ１１８
で取得された評価結果と目標とを比較し、評価結果が目標を満たすかどうかを判定する。
Ｓ１２０で目標を満たすと判定された場合は、Ｓ１１４で決定した各パラメータの値を最
終的な値として出力し（Ｓ１２２）、作業フローを終了する。Ｓ１２０で目標を満たさな
いと判定した場合は、メインパターン、補助パターンおよび露光条件のうち少なくとも１
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つのパラメータの値を変更して（Ｓ１２４）、各パラメータの値を再度決定して、Ｓ１１
６、Ｓ１１８およびＳ１２０を再度実行する。そして、像の評価結果が目標を満足するま
でＳ１１６、Ｓ１１８、Ｓ１２０およびＳ１２４を繰り返し、Ｓ１２０で目標を満たすと
判定した場合は、Ｓ１２４で決定した各パラメータの値を最終的な値として決定し、マス
クのデータを作成する（Ｓ１２２）。各パラメータの値で定められるマスクのパターンや
露光条件のデータは記憶装置に記憶されてもよいし、表示装置に計算結果として表示して
もよい。なお、Ｓ１１６、Ｓ１１８、Ｓ１２０およびＳ１２４の繰り返しループにおいて
、メインパターン、補助パターンおよび露光条件のパラメータの値が変更されて、パター
ンの像の計算および評価が行われる。
【００１８】
　次に、具体例を挙げて説明する。まず、前提条件について示す。露光光はＡｒＦエキシ
マーレーザー、投影光学系のＮＡは１．３５、投影光学系とウエハとの間に液体を満たし
て露光する、いわゆる液浸露光装置を想定する。マスクはバイナリーマスクで、ウエハ上
に塗布されるレジストはポジ型を用いるとする。なお、本実施例は、投影光学系の投影倍
率を１／４倍として、マスクパターンの座標は、便宜上、像面における座標に置き換えて
、すなわち、投影倍率を乗じて表記することとする。
【００１９】
　図２は、ウエハ上に形成すべき目標パターンの形状の中央部の拡大図である。斜線部は
露光されない部分、白抜き部は露光される部分を示す。目標パターンは上下対称、左右対
称である。上下の対称軸をｘ軸とし、左右の対称軸をｙ軸とする。ラインパターン１０２
と１０４の幅１１０は７０ｎｍで、ラインエンド間距離１１２は１００ｎｍである。ライ
ンパターン１０２と１０４の長さは十分に長いものとする。パターン１０６と１０８はラ
インパターンの周辺に配置された大きなパターンであり、横方向にも縦方向にも十分大き
いとする。大きなパターン１０６と１０８との間隔１１４は６７０ｎｍである。
【００２０】
　マスクを照明する光学系（照明光学系）の瞳面の光強度分布（有効光源分布）は輪帯状
とする。輪帯照明の詳細は後に述べる。また、投影光学系の収差は無視できるとする。
【００２１】
　図３は、図１のフローチャートのＳ１０２とＳ１０４で設定するメインパターンの基本
形状と基本配置、および、メインパターンの形状と位置を定めるパラメータを表わしてい
る。図形１２２、１２４、１２６、１２８がメインパターンである。メインパターンの基
本形状はｘ軸およびｙ軸に平行な辺を有する長方形とした。また、目標パターンが上下、
左右に対称で、有効光源分布も対称なため、メインパターンの基本配置も上下、左右に対
称とした。１３０はラインパターン１２２と１２４のマスク上の線幅を表わしている。１
３２はラインパターン１２２と１２４のマスク上の間隔を表わしている。１３４は大きな
パターン１２６と１２８の間隔を表わしている。１３０、１３２、１３４の３つのパラメ
ータの値が定まれば、上述したパターンの対称性からメインパターンの形状と位置が一意
に定まる。従って、メインパターンのパラメータとして１３０、１３２、１３４の３つを
設定する。
【００２２】
　図４は、フローチャートのＳ１０６とＳ１０８で設定する補助パターンの基本形状と基
本配置、および、補助パターンの形状と位置とを定めるパラメータを表わしている。図形
１４２、１４４、１４６、１４８、１５２、１５４、１５６、１５８、１６２、１６４、
１６６、１６８が補助パターンである。補助パターンの基本形状はｘ軸およびｙ軸に平行
な辺を有する長方形とした。また、目標パターンが上下、左右に対称であり、有効光源分
布も対称であるため、補助パターンの基本配置も上下、左右に対称とした。１７０は最も
内側にある１番目の補助パターン１４２～１４８のマスク上の幅を表わしている。１７２
は１番目の補助パターンのＸ方向の間隔を表わしている。１７４は１番目の補助パターン
のＹ方向の間隔を表わしている。この３つのパラメータの値が定まれば、パターンの対称
性から１番目の補助パターンの形状と位置とが一意に定まる。同様にして、２番目の補助
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パターン１５２～１５８に対しても、幅１７６、Ｘ方向の間隔１７８、Ｙ方向の間隔１８
０の３つのパラメータ値が定まれば一意に定まる。３番目の補助パターン１６２～１６８
に対しても同様で、幅１８２、Ｘ方向の間隔１８４、Ｙ方向の間隔１８６の３つのパラメ
ータ値が定まれば一意に定まる。このように、補助パターンのパラメータとして、１７０
から１８６の９つを設定する。
【００２３】
　なお、上記のメインパターンと補助パターンの基本形状は長方形として設定したが、長
方形に限られるものではない。例えばラインパターンの端をハンマーヘッド状にしても構
わない。その場合、ハンマーヘッドの大きさをパターンのパラメータとして設定しても構
わない。また、１つのパターンを複数の多角形の組み合わせで表わしても構わない。また
、上記のメインパターンと補助パターンのパラメータの設定はひとつの例であり、パター
ンが一意に定まるならば他の設定でも構わない。基本形状が長方形であるならば長方形の
中心座標とｘ、ｙそれぞれの方向の幅を用いるなどしてもよいし、パターンの頂点座標を
用いてもかまわない。
【００２４】
　なお、本実施例では補助パターンの基本形状と基本配置は特開２００９－０９３１３８
を参考にして決定した。図５は、特開２００９－０９３１３８に記載の近似空中像の２階
微分（Ｌａｐｌａｃｉａｎ）と、目標パターン（実線）を重ねて表わしている。目標パタ
ーン以外の部分の比較的暗い部分が補助パターンを置くのに適した場所である。
【００２５】
　本実施例では特開２００９－０９３１３８の方法を参考にして補助パターンの基本形状
と基本配置を決定したが、これに限られない。例えば、非特許文献１のインターフェアレ
ンスマップを参考にしても構わないし、非特許文献２のインバースリソグラフィーの結果
を参考にしても構わない。補助パターンの詳細な形状の決定は後述する。
【００２６】
　次に、フローチャートのＳ１１０で露光条件のパラメータの設定を行う。本実施例では
露光条件として有効光源分布を扱う。図６は有効光源分布と、そのパラメータの設定を表
わしている。図６において、上側は有効光源分布を２次元マップとして表わしており、下
側はｘ軸を断面とした断面図で表わしている。上側の有効光源分布は黒色の濃さが光強度
の大きさを表している。図中のｒａは輪帯状に光っている部分の半径に関係するパラメー
タであり、ｗａは輪帯状の幅に関係するパラメータである。具体的には光強度分布Ｉは、
【００２７】
【数１】

【００２８】
と表わすことにする。ここでｒは有効光源の中心からの距離である。つまり、有効光源分
布を表わすパラメータとしてｒａとｗａを設定する。本実施例では有効光源分布として滑
らかに変化する関数を用いたが、これに限られない。例えば、有効光源分布をトップハッ
ト形状として、外側σ値と内側σ値を設定するなどしてもよい。なお、σ値とはコヒーレ
ンスファクターのことである。さらには、有効光源分布内の偏光光の分布をパラメータと
して設定してもよい。
【００２９】
　本実施例では有効光源分布を露光条件として例示したが、他にも、投影光学系のＮＡ、
投影光学系の収差に代表される瞳関数、露光波長のスペクトル分布、多重デフォーカス露
光におけるデフォーカスレンジ、などを含めてもよい。また、投影光学系の収差のパラメ
ータとしては、波面収差のＺｅｒｎｉｋｅ係数を設定しても構わない。このように、さま
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ざまな露光条件をパラメータとして設定することが可能である。
【００３０】
　図７はフローチャートのＳ１１２の評価位置の設定を表わしている。太線であらわされ
ている１９２、１９４、１９６、１９８が、パターンの像を評価する位置である。１９２
ではラインパターン１２２の像の幅を評価項目とする。さらに、１９２ではＩＬＳ（Ｉｍ
ａｇｅ　Ｌｏｇ　Ｓｌｏｐｅ）も評価する。１９４ではラインパターン１２２、１２４の
像のＹ方向の間隔を評価する。さらに、１９４ではＩＬＳも評価する。１９６では大きな
パターン１２６、１２８の像の間隔を評価する。１９８は補助パターン上に設定されてお
り、補助パターンは基板上に転写されるべきではないので、ここに像ができるかどうかを
評価する。本実施例では目標パターンの形状、物体面のパターンの形状、有効光源分布が
上下対称、左右対称であり、また、投影光学系の収差等がないとしているので像も上下対
称、左右対称になる。それを考慮して評価位置を設定している。また、例えば、ラインパ
ターンの幅を評価するための評価位置は１９２に限られるものではなく、必要に応じてＹ
方向に平行移動したり、さらには、複数設定しても構わない。また、本実施例では評価項
目として、像の幅とＩＬＳを設定したが、他にも、像の位置、焦点深度、ドーズ敏感度、
プロセスウィンドウ、ＮＩＬＳ、像のコントラスト、ＭＥＥＦ、さらには電気特性など様
々なものが利用可能である。ＮＩＬＳは、Ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｌｏｇ　
Ｓｌｏｐｅを表す。
【００３１】
　Ｓ１１４では、各パラメータ１３０～１３４、１７０～１８６、ｒａ、ｗａの初期値を
設定する。設定の方法としては、さまざまな方法が考えられる。例えば、各パラメータに
上下限値を設定して乱数により決めても構わない。パラメータの初期値の決定方法は最適
化手法に関係するものであり、本発明の主眼ではないので詳細には述べない。
【００３２】
　Ｓ１１６ではパターンの像を取得する。前提条件の波長やＮＡ等と、Ｓ１１４で決めら
れたパラメータ値によって定まるパターンと有効光源分布を用いて、シミュレーションに
よって該パターンの像を計算する。本実施例では空中像を求めてパターン像としたが、レ
ジスト像やさらにはエッチング後のエッチング像を用いても構わない。図８はパターン像
の例をコンター図で表したものである。本実施例では、Ｓ１１２で設定した全ての評価項
目がデフォーカスがない状態での評価なので、取得する像はデフォーカスしていない像で
ある。しかし、例えば焦点深度を評価する場合は、デフォーカスした像も取得する。一般
的に言うならば、前提条件や評価項目に鑑みて必要な像を取得すべきである。
【００３３】
　Ｓ１１８では評価結果を取得する。Ｓ１１６で取得した像からＳ１１２で設定した評価
位置において、Ｓ１１２で設定した評価項目を評価する。
【００３４】
　次に、Ｓ１２０において、評価項目が目標を満たしているかを判定する。本実施例で用
いた目標はラインパターンの幅１９２に対して７０ｎｍ、ラインパターンのＹ方向の間隔
１９４に対しては１００ｎｍ、大きなパターンの間隔１９６に対しては６７０ｎｍにそれ
ぞれなるべく近いこととした。目標の設定の仕方として、他に、例えば「７０±２ｎｍで
あること」のように、値や範囲を指定する方法もある。また、評価位置１９８は像ができ
ないことという目標を設定した。
【００３５】
　また、評価位置１９２と１９４のＩＬＳ値の目標は、１９２と１９４のＩＬＳ値の内、
小さいほうのＩＬＳ値がなるべく大きくなることとすることもできる。その場合、「なる
べく大きくなること」という目標が入っているので、Ｓ１２０の判定は常にＮｏとなって
しまう。これを解消するために、Ｓ１２０において、目標を満足するかどうかの判定に代
えて、判定回数の最大回数をあらかじめ決めておき、最大回数に達した場合はＹｅｓと判
定することもできる。
【００３６】
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　Ｓ１２０の判定でＮｏとなった場合は、メインパターン、補助パターンおよび露光条件
のうち少なくとも１つのパラメータの値を変更して（Ｓ１２４）、各パラメータの値を再
度決定する。例えば、乱数を用いて決定してもよいし、これまでの計算結果を利用して、
より改善すると思われる値に決定してもよい。決定のやり直し方は最適化手法に関係する
ものであり、本発明の主眼ではないので詳細には述べない。パラメータ値の再決定後、Ｓ
１１６、Ｓ１１８、Ｓ１２０が繰り返される。Ｓ１２０でＹｅｓと判定した場合、その場
合の各パラメータの値を、各パラメータの最終的な値として決定し、計算結果として記憶
装置や表示装置に出力する。
【００３７】
　Ｓ１２０で判定回数が最大回数に達した場合にＹｅｓとする場合、それまでに評価され
た評価結果の中で、最も像性能が良いものに対応する各パラメータの値を各パラメータの
最終的な値として決定する。
【００３８】
　図９はＳ１２２で決定されたパラメータの最終的な値で定められたマスクのパターンを
表わす図である。図１０はＳ１２２で決定されたパラメータｒａ、ｗａに基づいて描かれ
た有効光源分布を表わす図である。図１０の上側の有効光源分布は黒色の濃さが光強度の
大きさを表している。下側は断面における光強度分布を表している。図８に示すようなパ
ターン像について、このときの各評価結果は、ラインパターンの幅１９２が７０．０ｎｍ
、ラインパターンのＹ方向の間隔１９４が１００．０ｎｍ、大きなパターンの間隔１９６
が６７０．０ｎｍとなり、十分に目標に近い結果となった。また、評価位置１９８には補
助パターンの像はできていなかった。このとき、評価位置１９２と１９４のＩＬＳ値はそ
れぞれ２５．１と２６．４だった。
【００３９】
　このように、本実施例によれば、メインパターン、補助パターンおよび露光条件のパラ
メータの値を変更しながら、メインパターンおよび補助パターンを含むパターンの像性能
を評価している。そのため、目標パターンに近い像を得られる、解像性能の良いマスクの
パターンおよび露光条件を求めることができる。さらに、予めマスクのパターンの基本形
状や基本配置をシンプルに決めてから、その基本形状および基本配置に基づいてパラメー
タの最適化を行っているため、マスクのパターンがシンプルになり、従来技術よりもマス
クの製造コストを抑えることができる。
【００４０】
　本実施例に好適な適用例として、メモリーセルへの適用があげられる。メモリーセルに
はサイズができるだけ小さいことが求められる。そのため、マスクパターンと同時に露光
条件も最適化することには大きな利点がある。
【００４１】
　また、本実施例に好適な適用例として、スタンダードセルライブラリーへの適用があげ
られる。スタンダードセルライブラリーとは、ＡＮＤ回路やＮＡＮＤ回路など、機能の限
定された１つのセルのパターンをあらかじめ作り、複数集めたものである。主に、ロジッ
クデバイスの設計を行うときに用いられ、論理設計を行った後に、スタンダードセルライ
ブラリーを参照してマスク上のパターンを作成する。スタンダードセルライブラリーのパ
ターンを作成するときに同時に有効光源分布に代表される露光条件も同時に最適化するこ
とができる。
【００４２】
　マスクパターンと露光条件の同時最適化として、インバースリソグラフィーがあるが、
値が連続的に変化する複雑な模様を示す２次元のマップから、マスクパターンを作成する
ため、マスクのパターンが複雑になり、マスクの製造コストが高くなるという欠点がある
。
【００４３】
　本実施例ではマスクのパターンは１面であったが、これに限られず、同時に複数面のマ
スクパターンを決定しても構わない。すなわち、スタンダードセルライブラリーに含まれ
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る全てのパターン、もしくは一部のパターンに対してマスクパターンと露光条件の決定を
同時に行うことができる。
【実施例２】
【００４４】
　つぎに、図１１に基づいて第２の実施例のマスクパターンの決定方法について説明する
。図１１は第２の実施例におけるマスクのパターンを決定する際のフローチャートである
。本実施例では基板上に転写すべきメインパターンと転写すべきでない補助パターンの両
方を含むマスクのパターンとして、その両方のパターンの形状と位置とを決定する。ただ
し、露光条件は予め決められており変更しない。
【００４５】
　本実施例のマスクパターンの決定方法は、図１１に示すように、まず、Ｓ２０２でマス
ク上のメインパターンの基本形状と基本配置を設定する。Ｓ２０４ではメインパターンの
マスク上の形状と位置とを定めるためのパラメータを設定する。Ｓ２０６では補助パター
ンのマスク上の基本形状と基本配置とを設定する。Ｓ２０８では補助パターンのマスク上
の形状と位置とを定めるためのパラメータを設定する。Ｓ２１２では、ウエハ上にできる
パターンの像の評価位置と評価項目を設定する。Ｓ２１４ではＳ２０４とＳ２０８で設定
した各パラメータの初期値を決定する。Ｓ２１６ではＳ２１４で決定した初期値で定めら
れるパターンを照明してウエハ上（像面）に形成される該パターンの像を取得する。Ｓ２
１８ではＳ２１６で取得されたパターンの像を評価し評価結果を取得する。Ｓ２２０では
Ｓ２１８で取得した評価結果と目標とを比較し、評価結果が目標を満たすかどうかを判定
する。Ｓ２２０で目標を満たすと判定した場合は、Ｓ２１４で決定した各パラメータの値
を最終的な値として決定し、出力する（Ｓ２２２）。Ｓ２２０で評価結果が目標を満たさ
ないと判定した場合は、メインパターンおよび補助パターンのうち少なくとも１つのパラ
メータの値を変更して（Ｓ２２４）、各パラメータの値を再度決定して、Ｓ２１６、Ｓ２
１８およびＳ２２０を再度実行する。そして、像の評価結果が目標を満足するまでＳ２１
６、Ｓ２１８、Ｓ２２０およびＳ２２４を繰り返し、Ｓ２２０で目標を満たすと判定した
場合は、Ｓ２２４で決定した各パラメータの値を最終的な値として決定し、マスクのデー
タを作成する（Ｓ２２２）。
【００４６】
　次に具体的を挙げて説明する。ただし、実施例１と共通する部分は一部省略して説明す
る。前提条件は実施例１と同様で、露光光はＡｒＦエキシマーレーザー、投影光学系のＮ
Ａは１．３５、投影光学系とウエハとの間に液体を満たして露光する、いわゆる液浸露光
装置を想定する。マスクはバイナリーマスクで、ウエハ上に塗布されるレジストはポジ型
を用いるとする。
【００４７】
　図１２はウエハ上に形成すべき目標パターンの形状の中央部の拡大図である。斜線部は
露光されない部分、白抜き部は露光される部分を示す。目標パターンは上下対称、左右対
称である。上下の対称軸をｘ軸とし、左右の対称軸をｙ軸とする。ラインパターン２０２
と２０４の幅２１０は７０ｎｍで、ラインエンド間距離２１２は１００ｎｍである。ライ
ンパターン２０２と２０４の長さは十分に長いものとする。パターン２０６と２０８はラ
インパターンの周辺に配置された大きなパターンであり、横方向にも縦方向にも十分大き
いとする。大きなパターン２０６と２０８との間隔２１４は５５０ｎｍである。なお、マ
スクはバイナリーマスクとする。図１３は予め設定した有効光源分布を表わしている。設
定した有効光源分布は外σが０．９８、内σが０．８０のトップハット状の輪帯照明であ
る。
【００４８】
　図１４は図１１のフローチャートのＳ２０２とＳ２０４で設定するメインパターンの基
本形状と基本配置、および、メインパターンの形状と位置とを定めるパラメータを表わし
ている。２２２、２２４、２２６および２２８がメインパターンである。メインパターン
の基本形状はｘ軸およびｙ軸に平行な辺をもつ長方形とした。また、目標パターンが上下
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、左右に対称で、有効光源分布も対称なため、メインパターンの基本配置も上下、左右に
対称とした。２３０はラインパターン２２２と２２４のマスク上の線幅を表わしている。
２３２はラインパターン２２２と２２４のマスク上の間隔を表わしている。２３４は大き
なパターン２２６と２２８の間隔を表わしている。２３０、２３２、２３４の３つのパラ
メータの値が定まれば、上に述べたパターンの対称性からメインパターンの形状と位置と
が一意に定まる。従って、メインパターンのパラメータとして２３０、２３２、２３４の
３つを設定する。
【００４９】
　図１５はフローチャートのＳ２０６とＳ２０８で設定する補助パターンの基本形状と基
本配置、および、補助パターンの形状と位置とを定めるパラメータを表わしている。２４
２～２５８が補助パターンである。補助パターンの基本形状はｘ軸およびｙ軸に平行な辺
をもつ長方形とした。また、目標パターンが上下、左右に対称であり、有効光源分布も対
称であるため、補助パターンの基本配置も上下、左右に対称とした。２７０は内側の補助
パターン２４２～２４８のマスク上の幅を表わしている。２７２は内側の補助パターンの
Ｘ方向の間隔を表わしている。２７４は内側の補助パターンのＹ方向の間隔を表わしてい
る。この３つのパラメータの値が定まれば、パターンの対称性から内側の補助パターンの
形状と位置とが一意に定まる。同様にして、外側の補助パターンも幅２７６、Ｘ方向の間
隔２７８、Ｙ方向の間隔２８０の３つのパラメータ値が定まれば一意に定まる。このよう
に、補助パターンのパラメータとして、２７０から２８０の６つを設定する。
【００５０】
　なお、本実施例では補助パターンの基本形状と基本配置は特開２００９－０９３１３８
を参考にして決定した。図１６は特開２００９－０９３１３８に記載の近似空中像の２階
微分（Ｌａｐｌａｃｉａｎ）と、目標パターン（実線）を重ねて表わしている。目標パタ
ーン以外の部分の比較的暗い部分が補助パターンを置くのに適した場所である。
【００５１】
　なお、本実施例では特開２００９－０９３１３８の方法を参考にして補助パターンの基
本形状と基本配置を決定したが、これに限られない。例えば非特許文献１のインターフェ
アレンスマップを参考にしても構わないし、非特許文献２のインバースリソグラフィーの
結果を参考にしても構わない。
【００５２】
　図１７はフローチャートのＳ２１２の評価位置の設定を表わしている。太線であらわさ
れている２９２～２９８がパターンの像を評価する位置である。２９２ではラインパター
ンの像の幅を評価項目とする。さらに、２９２ではＩＬＳ（Ｉｍａｇｅ　Ｌｏｇ　Ｓｌｏ
ｐｅ）も評価する。２９４ではラインパターンの像のＹ方向の間隔を評価する。さらに、
２９４ではＩＬＳも評価する。２９６では大きなパターンの像の間隔を評価する。２９８
は補助パターン上に設定されており、補助パターンは基板上に転写されるべきではないの
で、ここに像ができるかどうかを評価する。本実施例では目標パターン形状、物体面のパ
ターンの形状、有効光源分布が上下対称、左右対称であり、また、投影光学系の収差等が
ないとしているので像も上下対称、左右対称になる。それを考慮して評価位置を設定して
いる。また、本実施例は説明を簡単にするために評価位置を少なくしている。
【００５３】
　次に、Ｓ２１４で各パラメータ２３０～２３４、２７０～２８０の初期値を設定する。
設定の方法としては、例えば、各パラメータに上下限値を設定して乱数により仮の値を決
めても構わない。パラメータの仮の値の決定方法は最適化手法に関係するものであり、本
発明の主眼ではないので詳細には述べない。
【００５４】
　次に、Ｓ２１６ではパターンの像を取得する。前提条件の波長やＮＡや有効光源分布等
とＳ２１４で決定されたパラメータの値によって定まるパターンを用いて、シミュレーシ
ョンによってパターンの像を計算する。図１８はパターン像の例をコンター図で表したも
のである。本実施例では、Ｓ２１２で設定した全ての評価項目がデフォーカスがない状態
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での評価なので、取得する像はデフォーカスしていない像である。
【００５５】
　次に、Ｓ２１８で評価結果を取得する。Ｓ２１６で取得した像についてＳ２１２で設定
した評価位置において、Ｓ２１２で設定した評価項目を評価する。
【００５６】
　次に、Ｓ２２０において、評価項目が目標を満たしているかを判定する。本実施例で用
いた目標はラインパターンの幅２９２に対して７０ｎｍ、ラインパターンのＹ方向の間隔
２９４に対しては１００ｎｍ、大きなパターンの間隔２９６に対しては５５０ｎｍにそれ
ぞれなるべく近いこととした。また、評価位置２９２と２９４のＩＬＳ値の目標は、２９
２と２９４のＩＬＳ値の内、小さいほうのＩＬＳ値がなるべく大きくなることとした。ま
た、評価位置２９８は像ができないことという目標を設定した。本実施例では「なるべく
大きくなること」という目標が入っているので、Ｓ２２０の判定は常にＮｏとなってしま
う。これを避けるために、本実施例では判定回数の最大回数をあらかじめ決めておき、最
大回数に達した場合はＹｅｓと判定するようにした。
【００５７】
　Ｓ２２０の判定でＮｏとなった場合はＳ２２４に戻り、メインパターンおよび補助パタ
ーンのうち少なくとも１つのパラメータの値を変更し、各パラメータの値を再度決定する
。仮決定のやり直し方は最適化手法に関係するものであり、本発明の主眼ではないので詳
細には述べない。パラメータ値の再決定後、Ｓ２１６、Ｓ２１８、Ｓ２２０が繰り返され
る。この繰り返しループにおいて、メインパターンおよび補助パターンのパラメータの双
方の値が変更されて、パターンの像の計算および評価が行われる。
【００５８】
　Ｓ２２０でＹｅｓと判定した場合、その場合の各パラメータの値を、各パラメータの最
終的な値として決定し、計算結果として記憶装置や表示装置に出力する。本実施例の場合
、Ｓ２２０での判定回数が最大回数に達した場合にＹｅｓとなるため、それまでに評価さ
れた評価結果の中で、最も良いものに対応するパラメータを最終的なパラメータの値とし
て決定した。
【００５９】
　図１９はＳ２２２で決定されたパラメータの最終的な値で定められたマスクのパターン
を表わす図である。図８に示すようなパターン像について、このときの各評価結果はライ
ンパターンの幅２９２は７０．０ｎｍ、ラインパターンのＹ方向の間隔２９４は１００．
０ｎｍ、大きなパターンの間隔２９６は５５０．０ｎｍとなり、十分に目標に近い結果と
なった。また、評価位置２９８には補助パターンの像はできていなかった。このとき、評
価位置２９２と２９４のＩＬＳ値はともに２６．１だった。
【００６０】
　比較のために従来技術を用いた結果を示す。ここで示す従来例は特開２００９－０９３
１３８に記載の方法で補助パターンを作成する方法である。図２０は従来例によるマスク
パターンを示している。このときの各評価結果はラインパターンの幅２９２は７０．０ｎ
ｍ、ラインパターンのＹ方向の間隔２９４は１００．０ｎｍ、大きなパターンの間隔２９
６は５５０．０ｎｍとなり、十分に目標に近い結果となった。また、評価位置２９８には
補助パターンの像はできていない。このとき、評価位置２９２と２９４のＩＬＳ値はそれ
ぞれ２６．１、２５．０だった。本実施例と比較すると、ラインパターンの幅の部分２９
２のＩＬＳ値は同じだが、２本のラインの間隔の部分２９４のＩＬＳ値は本実施例のほう
がよい結果となった。また、図２０に示す補助のパターンは複数の長方形で構成されてお
り、複雑なパターンとなっている。それに比べ、図１９に示す本実施例のマスクパターン
はシンプルである。
【００６１】
　このように、本実施例によれば、メインパターンおよび補助パターンのパラメータの値
を変更しながら、メインパターンおよび補助パターンを含むパターンの像性能を評価して
いる。そのため、目標パターンに近い像を得られる、解像性能の良いマスクのパターンを
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作成することができる。さらに、マスクのパラメータが少なくなるため、マスクのパター
ンがシンプルになり、従来技術よりもマスクの製造コストを抑えることができる。
【００６２】
　本実施例に好適な適用例として、デザインマニュアルの作成があげられる。集積回路の
回路設計においては、多くの場合、最も微細なパターンに対して露光条件が最適化される
。そのパターンと同時に露光されるそれ以外のパターンは、その露光条件で十分な露光余
裕度が得られる。しかし、比較的粗いパターンでも、露光条件が適さなければ十分な露光
余裕度が得られないパターンがある。そのようなパターンは回路設計において用いること
はできない。例えばラインアンドスペースパターンにおいて、あるピッチのパターンでは
十分な露光余裕度が得られるが、それよりも大きなピッチであるにもかかわらず十分な露
光余裕度が得られないピッチ領域が存在する。このようなピッチ領域は禁止ピッチと呼ば
れることがある。このように、回路設計に用いてよいパターンと、用いるべきでないパタ
ーンをあらかじめ調べて一覧表にしたものがデザインマニュアルである。
【００６３】
　デザインマニュアル、または、その一部分においては、露光条件が固定されており、実
施例２の状況に一致する。従って、デザインマニュアルの作成に実施例２の方法を用いる
ことができる。一方、従来技術のインバースリソグラフィーをデザインマニュアルの作成
に用いることが考えられる。しかし、デザインマニュアル作成時と最終的にマスクを作成
するときとで着目しているマスクパターンの周囲のマスクパターンが異なるため、デザイ
ンマニュアル作成時に出来上がったマスクパターンと、最終的なマスクパターンが大きく
異なってしまう可能性がある。そのため、デバイス製造用の最終的なマスクパターンでは
所望の像性能が得られないという問題がある。これに対し、実施例２の方法はＳ２０４、
および、Ｓ２０８でマスク上のパターンをパラメータ化するときと、Ｓ２１４でパラメー
タの値を決定するときにマスク上のパターンの形状と位置とを制御可能であり、その問題
はない。
【００６４】
　また、本発明に好適な応用例として、スタンダードセルライブラリーへの適用があげら
れる。スタンダードセルライブラリーを作る場合、何らかの制約により露光条件が固定さ
れている場合があり、実施例２の状況に一致する。従って、スタンダードセルライブラリ
ーの作成に実施例２の方法を用いることができる。一方、従来技術のインバースリソグラ
フィーをスタンダードセルライブラリーの作成に用いることが考えられる。しかし、スタ
ンダードセルライブラリー作成時と最終的にマスクを作成するときとで着目しているマス
クパターンの周囲のマスクパターンが異なるため、該ライブラリー作成時に出来たマスク
パターンと、最終的なマスクパターンが大きく異なってしまう可能性がある。そのため、
デバイス製造用の最終的なマスクパターンでは所望の像性能が得られないという問題があ
る。これに対し、実施例２の方法はＳ２０４、および、Ｓ２０８でマスク上のパターンを
パラメータ化するときと、Ｓ２１４でパラメータの値を決定するときにマスクパターンの
形状と位置とを制御可能であり、その問題はない。
【００６５】
　以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【実施例３】
【００６６】
　上述の実施例で決定されたマスクパターンのパラメータの値を含むマスクのデータはマ
スク製造装置（描画装置）に入力され、入力データに基づきパターンを描画してマスクを
製造する。そして、実施例１で決定された露光条件や実施例２で予め設定された露光条件
を露光装置に設定し、製造されたマスクを照明して、ウエハ上の感光剤（レジスト）にマ
スクのパターンの像を投影して、感光剤を露光する。
【００６７】
　次に、前述の露光方法を利用したデバイス（半導体ＩＣ素子、液晶表示素子等）の製造
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方法を説明する。デバイスは、前述の露光方法を使用して、感光剤が塗布された基板（ウ
ェハ、ガラス基板等）を露光する工程と、その基板（感光剤）を現像する工程と、他の周
知の工程と、を経ることにより製造される。他の周知の工程には、エッチング、レジスト
剥離、ダイシング、ボンディング、パッケージング等が含まれる。本デバイス製造方法に
よれば、従来よりも高品位のデバイスを製造することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】



(20) JP 5627394 B2 2014.11.19

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－３１８１００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０２６７０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０７６３５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０９３１３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４０４７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５１０５２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０９０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６６２６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１３３５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０７１７７６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　１／００　－　１／８６　、　７／２０　－　７／２４　、
              　　　　　９／００　－　９／０２　、
              Ｈ０１Ｌ２１／０２７、２１／３０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

